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１ 地区の概要



地区の概要

青葉台駅

約２km

若草台地区センター

日本体育大学

横浜美術
短大



地区の現況 平成18年夏 撮影



２ 土地利用の制限内容



用途地域等

市街化調整区域

第２種中高層住居専用地域

第１種低層
住居専用地域

市街化調整区域

・地区計画の手続きに併せて市街化区域への編入手続きが進められています。



市街化区域編入後の制限内容

第２種中高層住居専用地域

第１種低層
住居専用地域

市街化調整区域

工業地域



市街化区域編入後の制限内容
①建築物の用途

工業地域

用
途

建てられない用途

・店舗、カラオケボックス等で床面積10,000㎡以上のも
の

・ホテル、旅館

・劇場、映画館など

・キャバレー、ダンスホールなど

・学校、病院



②容積率、建ぺい率、高さ

項目 制限

容積率 ２００％

建ぺい率 ６０％

高さ 最高高さ３１ｍ
（※住宅等は２０ｍ）

北側斜線制限



３ 地区計画制度



地区の特性に応じて，建物の用途、容積率、建ぺ

い率、高さなどの制限や、生活道路、小公園など

について、きめ細かく定める「地区レベルの都市計

画」です。

定めたルールはその地区計画の区域内にのみ適用
されます。

地区の特性に応じて，建物の用途、容積率、建ぺ

い率、高さなどの制限や、生活道路、小公園など

について、きめ細かく定める「地区レベルの都市計

画」です。

定めたルールはその地区計画の区域内にのみ適用
されます。

地区計画とは・・・・地区計画とは・・・・



・目標、土地利用の方針、

建築物等の整備の方針

地区計画地区計画 地区計画の方針地区計画の方針

地区整備計画地区整備計画

・地区施設（道路、小公園等）
・建築物の制限

・建築物の用途
・敷地面積の最低限度
・容積率、建ぺい率
・建築物の高さ
・形態意匠 等

・緑地保全に関する事項

地区計画の構成地区計画の構成

条例化



■ 届出制度・勧告制度

・建築、開発等の行為を行う３０日前に、市長に

計画を届け出る。

・地区計画の内容に適合しない場合は、市長

が設計の変更等を勧告できる。

■ 条例化による制限

・建築物等の制限を条例化することにより、

制限に適合しない場合は、建築できません。

地区計画の効果地区計画の効果



４ 地区計画の内容



○区域 青葉区鴨志田町、すみよし台、若草台

○面積 約21.5ｈａ

地区計画の内容

A地区

B地区

D地区

C地区



本地区計画では、周辺住宅地等に配慮した土地利用

を図るとともに、緑豊かな研究環境を維持・保全すること

を目標とする。

本地区計画では、周辺住宅地等に配慮した土地利用

を図るとともに、緑豊かな研究環境を維持・保全すること

を目標とする。

地区計画の目標



A、B、C地区 研究施設を中心とした土地利用

D地区 既存の樹林地、緑地を保全し緑豊かな研究環境を創出
（周辺住宅地等に配慮）

土地利用の方針

A地区

B地区

D地区

C地区



地区整備計画（地区施設の配置及び規模）

緑地７ヶ所

合計約3,500㎡

遊水池 約5,900㎡、約2,300㎡

運動広場 約15,500㎡



地区整備計画地区整備計画

①用途の制限①用途の制限

工業地域の制限
地区計画による

制限（付加）

Ａ地区
Ｂ地区

Ｃ地区

建築できない建築物

・店舗、カラオケボックス
等（床面積10,000㎡超）

・ホテル、旅館

・劇場、映画館など

・キャバレー、ダンスホー
ル等

・学校、病院

建築できない建築物

（左記に加えて）

・住宅、共同住宅、寄宿舎等

・店舗（床面積500㎡超）

・ボーリング場、カラオケボック
ス、パチンコ屋等

・老人ホーム等

・神社、寺院等

・その他



地区整備計画地区整備計画

①用途の制限①用途の制限

地区計画による制限

Ｄ地区

建築可能な建築物

・巡査派出所、公衆電話所等の公
益上必要なもの

・上記の建築物に附属するもの



②容積率②容積率

地区整備計画地区整備計画

工業地域の制限
地区計画による

制限

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

２００％

２００％

１３０％

Ｄ地区 ５０％



③建③建ぺいぺい率率

地区整備計画地区整備計画

工業地域の制限
地区計画による

制限

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

６０％

６０％

５０％

Ｄ地区 ３０％



④壁面の位置の制限④壁面の位置の制限

地区整備計画地区整備計画

C地区 道路境界線から１０ｍ以上後退



⑤高さの制限⑤高さの制限

地区整備計画地区整備計画

工業地域の制限
地区計画による

制限

Ａ地区 ３１ｍ

最高高さ３１ｍ
（※住宅等は２０ｍ）

北側斜線制限
Ｂ地区 ２０ｍ

Ｃ地区

Ｄ地区
１０ｍ



⑤高さの制限⑤高さの制限

地区整備計画地区整備計画

A地区 31m

B地区 20m

D地区 10m

C地区 10m

C地区 10m



⑥形態意匠の制限⑥形態意匠の制限

地区整備計画地区整備計画

工業地域
の制限

地区計画による制限

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

Ｄ地区

なし

１ 建築物等の色彩は、周辺の住環境に配慮し、
周囲の樹林地と調和したものとなるよう、マンセ
ル表色系のYR（黄赤）系又はY（黄）系で明度６
以上かつ彩度４以下、若しくはN（無彩色）で明

度６以上を基調とする。

２ 建築物の屋上に設置する建築設備は、高さが
15mを超える部分を遮蔽するなど、周辺の道路か

ら容易に望めない形態意匠とする。

３ 屋外広告物は、緑の景観を阻害しないよう、
高さが15mを超える部分には設けないものとする。



⑥形態意匠の制限（色彩）：明度と彩度について⑥形態意匠の制限（色彩）：明度と彩度について

地区整備計画地区整備計画

色相：YR（黄赤）系明度（明るさ）

彩度（鮮やかさ）（無彩色）



⑥形態意匠の制限（色彩）：明度と彩度について⑥形態意匠の制限（色彩）：明度と彩度について

地区整備計画地区整備計画

色相：Y（黄）系明度（明るさ）

彩度（鮮やかさ）（無彩色）



⑥形態意匠の制限⑥形態意匠の制限

地区整備計画地区整備計画

工業地域
の制限

地区計画による制限

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

Ｄ地区

なし

１ 建築物等の色彩は、周辺の住環境に配慮し、
周囲の樹林地と調和したものとなるよう、マンセ
ル表色系のYR（黄赤）系又はY（黄）系で明度６
以上かつ彩度４以下、若しくはN（無彩色）で明

度６以上を基調とする。

２ 建築物の屋上に設置する建築設備は、高さが
15mを超える部分を遮蔽するなど、周辺の道路か

ら容易に望めない形態意匠とする。

３ 屋外広告物は、緑の景観を阻害しないよう、
高さが15mを超える部分には設けないものとする。



⑦緑化率の最低限度⑦緑化率の最低限度

地区整備計画地区整備計画

工業地域の制限
地区計画による

制限

Ａ地区

Ｂ地区

Ｃ地区

なし

なし

１５％

Ｄ地区 なし



⑧樹林地、草地等の保全⑧樹林地、草地等の保全

地区整備計画地区整備計画

A地区

B地区

D地区

C地区

既存樹林地等で、
緑地の保全上支障
のある行為を禁止



５ 今後のスケジュール
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◆①都市計画 市素案の縦覧

◆ ②公聴会

期間 平成２１年３月１３日(金)～３月２７日(金)

（土・日・祝日を除く）

縦覧
場所

・青葉区区政推進課（区役所４階）

・まちづくり調整局都市計画課

※都市計画課ホームページに「市素案の概要」を掲載します。

日 時 平成２１年５月１５日(金)午後７時～

場 所 若草台地区センター

手続きの流れ



◆③公述の申出

横浜市民及び利害関係人等は、公述の申出ができます。

公述申出 受付期間

（※必着）

平成２１年３月１３日(金)

～３月２７日（金）

（土・日・祝日を除く）

申 出 先 ・青葉区役所区政推進課

・まちづくり調整局都市計画課

申出書書式 配布場所 ・青葉区役所区政推進課

・まちづくり調整局都市計画課

・都市計画課ホームページ

申出多数の場合 １０名を超える場合、抽選を行います。

申出がない場合 公聴会は中止します。

手続きの流れ
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問い合わせ先問い合わせ先

都市計画市素案の内容について

青葉区区政推進課企画調整係
（青葉区役所４階７３番）
電話 ０４５-９７８-２２１７

都市計画決定手続きについて

まちづくり調整局都市計画課
（ＪＮビル５階）
電話 ０４５-６７１-２６５７



建築物の用途（工業地域と地区計画）

建てられる
用途

工業地域で
建てられな
い用途

地区計画
で建てられ
ない用途
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